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北
方
領
土
の
不
法
占
拠
に
関
す
る
質
問
主
意
書

北
方
領
土
は
、
ソ
連
が
一
九
四
六
年
に
四
島
を
一
方
的
に
自
国
領
と
し
て
、
す
べ
て
の
日
本
人
を
強
制
退
去
さ
せ
た
上
で
、

今
日
に
至
る
ま
で
ソ
連
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
不
法
占
拠
が
続
い
て
い
る
。
平
成
二
一
年
五
月
二
〇
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
で
も

麻
生
総
理
が
、
「
北
方
四
島
は
一
度
と
し
て
外
国
の
領
土
と
な
っ
た
こ
と
が
な
い
わ
が
国
固
有
の
領
土
だ
。
ロ
シ
ア
の
不
法
占

拠
が
続
い
て
い
る
の
は
極
め
て
遺
憾
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。
同
五
月
三
一
日
の
読
売
新
聞
に
よ
れ
ば
、
麻
生
総
理
は
、
北
方
領

土
問
題
に
つ
い
て
、
「
不
法
占
拠
が
続
い
て
い
る
。
日
本
が
独
立
し
た
昭
和
二
七
年
か
ら
以
降
、
ず
っ
と
同
じ
こ
と
し
か
言
っ

て
い
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
平
成
一
七
年
一
〇
月
三
一
日
に
鈴
木
宗
男
議
員
が
提
出
し
た
質
問
主
意
書
の
中
の
「
不
法
占
拠
の
定
義
如
何
」
と
い

う
質
問
に
対
し
て
、
政
府
は
「
一
般
に
、
不
法
占
拠
と
は
、
法
的
根
拠
な
く
し
て
占
拠
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
承
知
し
て
い

る
」
と
回
答
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
昭
和
三
一
年
一
一
月
二
九
日
の
参
議
院
外
務
委
員
会
に
お
け
る
梶
原
茂
嘉
議
員
の
質
問
に
対
し
て
、
下
田
武
三

政
府
委
員
は
「
ソ
連
の
引
き
続
き
占
拠
す
る
こ
と
が
不
法
な
り
と
は
、
こ
れ
ま
た
言
え
な
い
。
国
後
、
捉
択
等
に
つ
き
ま
し
て

は
、
こ
れ
も
日
本
は
す
ぐ
取
り
返
す
と
い
う
主
張
を
や
め
ま
し
て
、
継
続
審
議
で
解
決
す
る
と
い
う
建
前
を
と
っ
て
お
り
ま

一



す
。
従
い
ま
し
て
、
こ
れ
に
つ
き
ま
し
て
も
事
実
上
ソ
連
が
解
決
が
つ
く
ま
で
押
え
て
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
日
本
は
不
問
に

付
す
る
と
い
う
意
味
合
い
を
持
っ
て
お
る
の
で
あ
り
ま
す
る
か
ら
、
こ
れ
も
あ
な
が
ち
不
法
占
拠
だ
と
い
う
こ
と
は
言
え
ま
せ

ん
。
要
す
る
に
日
本
は
あ
く
ま
で
も
日
本
の
領
土
だ
と
い
う
建
前
を
堅
持
し
て
お
り
ま
し
て
、
実
際
上
し
ば
ら
く
ソ
連
に
よ
る

占
拠
を
黙
認
す
る
と
い
う
の
が
現
在
の
状
態
か
と
思
い
ま
す
」
と
答
弁
し
て
い
る
。
ま
た
、
一
九
五
六
年
の
日
ソ
共
同
宣
言
第

九
項
に
は
、
「
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦
は
、
日
本
国
の
要
望
に
こ
た
え
か
つ
日
本
国
の
利
益
を
考
慮
し
て
、
歯
舞

群
島
及
び
色
丹
島
を
日
本
国
に
引
き
渡
す
こ
と
に
同
意
す
る
」
と
あ
る
。
以
上
を
踏
ま
え
た
上
で
、
質
問
す
る
。

一

歯
舞
群
島
と
色
丹
島
に
対
す
る
ロ
シ
ア
の
支
配
は
不
法
占
拠
か
。

二

国
後
島
と
択
捉
島
に
対
す
る
ロ
シ
ア
の
支
配
は
不
法
占
拠
か
。

三

ウ
ル
ッ
プ
島
か
ら
シ
ュ
ム
シ
ュ
島
ま
で
の
千
島
列
島
に
対
す
る
ロ
シ
ア
の
支
配
は
不
法
占
拠
か
。

四

南
樺
太
に
対
す
る
ロ
シ
ア
の
支
配
は
不
法
占
拠
か
。

五

上
記
の
昭
和
三
一
年
一
一
月
二
九
日
の
参
議
院
外
務
委
員
会
に
お
け
る
政
府
答
弁
は
現
在
も
有
効
か
。

六

日
本
政
府
が
北
方
領
土
に
つ
い
て
不
法
占
拠
と
の
認
識
を
示
し
た
の
は
い
つ
の
時
点
か
ら
か
。

右
質
問
す
る
。

二


